
建設分野における適切な価格転嫁について

令 和 ６ 年 ９ 月 2 6 日 ( 木 )
岡田コミュニティセンター研修室

四 国 支 所 取 引 課

時間外労働の上限規制等に関する説明会（香川労働局）
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本日の説明のポイント
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価格転嫁に関連する独占禁止法等による規制

各規制が適用される取引の範囲

「買いたたき」に関する考え方



独占禁止法による規制の全体像

優越的地位の濫用を効果的に規制

下
請
法

独占禁止法

不当な取引制限
価格カルテル、入札談合など

私的独占
有力事業者による不当な支配・排除

企業結合
競争を制限することとなる合併等

不公正な取引方法
再販売価格の拘束、排他条件付き取引

優越的地位の濫用、物流特殊指定など
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優越的地位の濫用や物流特殊指定に対する対処の状況（令和５年度）
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書面調査及び立入調査の結果
を踏まえ、違反につながる行
為のあった荷主573名に文書
で注意喚起

独占禁止法の違反疑いの情報提供（申告）件数は、3,228件

荷主30,000社、
物流業者40,000社
荷主121名に対する立入調査

物流特殊指定の遵守状況の調査

受注者・受注者110,000社、
立入調査349件

独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト
上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査

協議せず取引価格を据え置く等の行
為が認められた事業者のうち、10社
の社名を公表

発注者8,175社に具体的な懸念事項
を明示して、文書で注意喚起
（うち総合工事業325社）

下請法の申告件数は、112件

親事業者調査80,000名、
下請事業者調査330,000名

定期書面調査

勧告（公表）13件
指導8,268件

優越的地位の濫用に該当するおそれのある事案68件の注意

優越的地位の濫用被疑事件について確約計画の認定２件（公表）

【参考】R５下請取引等実態調査（建設業法）

建設工事の下請取引をしたことのある
7,613 業者のうち、建設業法に基づく
指導を行う必要がないと認められた建
設業者は、570 業者(7.5%)（国土交通
省）



優越的地位の濫用になり得る行為類型は次のとおりです。

優越的地位の濫用とは（概要）
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優越的地位の濫用とは（令和6年1月25日公表の事例）
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優越的地位の濫用とは（「優越的地位」という要件）
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親事業者と下請事業者と取引（下請取引）について、親事業者に義務を課し、一定の行為を禁止しています。

下請法とは（概要）
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下請法とは（令和6年３月15日公表の事例）



下請法とは（「役務提供委託」）
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物流特殊指定で禁止される行為（転嫁円滑化施策パッケージ）
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要請した
（労務費）



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針について

令 和 ５ 年 １ ２ 月
内 閣 官 房
公 正 取 引 委 員 会



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針①

発注者として採るべき行動／求められる行動
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★行動①：本社（経営トップ）の関与

①労務費の上昇分について取引価格への転嫁を受け入れる取組
方針を具体的に経営トップまで上げて決定すること、②経営トッ
プが同方針又はその要旨などを書面等の形に残る方法で社内外に
示すこと、③その後の取組状況を定期的に経営トップに報告し、
必要に応じ、経営トップが更なる対応方針を示すこと。

★行動②：発注者側からの定期的な協議の実施

受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められ
ていなくても、業界の慣行に応じて１年に１回や半年に１回など
定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。
特に長年価格が据え置かれてきた取引や、スポット取引と称して
長年同じ価格で更新されているような取引においては協議が必要
であることに留意が必要である。

協議することなく長年価格を据え置くことや、スポット取引と
はいえないにもかかわらずスポット取引であることを理由に協議
することなく価格を据え置くことは、独占禁止法上の優越的地位
の濫用又は下請代金法上の買いたたきとして問題となるおそれが
ある。

★行動③：説明・資料を求める場合は公表資料とすること

労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合
は、公表資料（最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上
昇率など）に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して
希望する価格については、これを合理的な根拠のあるものとして尊
重すること。

★行動④：サプライチェーン全体での適切な価格転嫁を行うこと

労務費をはじめとする価格転嫁に係る交渉においては、サプライ
チェーン全体での適切な価格転嫁による適正な価格設定を行うため、
直接の取引先である受注者がその先の取引先との取引価格を適正化
すべき立場にいることを常に意識して、そのことを受注者からの要
請額の妥当性の判断に反映させること。

★行動⑤：要請があれば協議のテーブルにつくこと

受注者から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた
場合には、協議のテーブルにつくこと。労務費の転嫁を求められたこ
とを理由として、取引を停止するなど不利益な取扱いをしないこと。

★行動⑥：必要に応じ考え方を提案すること

受注者からの申入れの巧拙にかかわらず受注者と協議を行い、必要
に応じ労務費上昇分の価格転嫁に係る考え方を提案すること。

本指針
の性格

 労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針。

 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。

 本指針に記載の１２の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公
正取引委員会において独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処することを明記。

 他方で、記載された発注者としての行動を全て適切に行っている場合、通常は独占禁止法及び下請代金法上の問題が生じな
い旨を明記。
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労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針②
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★行動②：交渉記録の作成、発注者と受注者の双方での保管

価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管する
こと。

発注者・受注者の双方が採るべき行動／求められる行動

★行動①：定期的なコミュニケーション

定期的にコミュニケーションをとること。

★行動①：相談窓口の活用

労務費上昇分の価格転嫁の交渉の仕方について、国・地方公
共団体の相談窓口、中小企業の支援機関（全国の商工会議所・
商工会等）の相談窓口などに相談するなどして積極的に情報を
収集して交渉に臨むこと。

発注者に対して労務費の転嫁の交渉を申し込む際、一例とし
て、６頁の様式を活用することも考えられる。

★行動②：根拠とする資料

発注者との価格交渉において使用する根拠資料としては、最
低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率などの公
表資料を用いること。

★行動③：値上げ要請のタイミング

労務費上昇分の価格転嫁の交渉は、業界の慣行に応じて１年
に１回や半年に１回などの定期的に行われる発注者との価格交
渉のタイミング、業界の定期的な価格交渉の時期など受注者が
価格交渉を申し出やすいタイミング、発注者の業務の繁忙期な
ど受注者の交渉力が比較的優位なタイミングなどの機会を活用
して行うこと。

★行動④：発注者から価格を提示されるのを待たずに自ら
希望する額を提示

発注者から価格を提示されるのを待たずに受注者側からも希
望する価格を発注者に提示すること。発注者に提示する価格の
設定においては、自社の労務費だけでなく、自社の発注先やそ
の先の取引先における労務費も考慮すること。

受注者として採るべき行動／求められる行動

今後の対応

● 内閣官房は、各府省庁・産業界・労働界等の協力を得
て、今後、労務費の上昇を理由とした価格転嫁が進んで
いない業種や労務費の上昇を理由とした価格転嫁の申出
を諦めている傾向にある業種を中心に、本指針の周知活
動を実施する。

● 公正取引委員会は、発注者が本指針に記載の１２の採
るべき行動／求められる行動に沿わないような行為をす
ることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合
には、独占禁止法及び下請代金法に基づき厳正に対処し
ていく。

また、受注者が匿名で労務費という理由で価格転嫁の
協議のテーブルにつかない事業者等に関する情報を提供
できるフォームを設置し、第三者に情報提供者が特定さ
れない形で、各種調査において活用していく。



最後に（各規制が適用される取引の範囲と違反行為への対処）
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「資本金区分」

一定の「委託取引」
（役務は「再委託」）

物流特殊指定下請法

優越的地位の濫用

「優越的地位」

従わない場合…

「運送又は保管」

「資本金区分」

● 勧告（下請法第７条）





ご清聴あり
がとうござ
いました。


